
※質問の内容は、質問書の原文のまま。

項　目 内　容

構造設計の主任担当技術者を外部の協力事務所とする場合、構
造主任担当技術者は説明書8 ページ 9-(1)イに記載の業務実績
を有していれば、2 ページ 4-(1)共通事項にて求められる「市
内に本店を有すること」を満たさなくてもよいという理解でよ
ろしいでしょうか。

参加資格について、建築設計・設備設計は共に説明書2 ページ
4-(1)に記載の共通事項を満たさなくてはならないという理解で
よろしいでしょうか。また、構造設計は9 ページ9-(2)①に記載
の通り、提出者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある必要はな
いため、共通事項の適応を受けず、500席以上のホールの実績
を有していれば主任技術者としての選定基準を満たしていると
いう理解でよろしいでしょうか。

参加資格について、協力事務所の構造設計者は、説明書8 ペー
ジ9-(1)イにて評価対象とする実績がなくとも参加可能と考えて
もよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

なお、構造設計者が説明書8 ページ9-(1)イの実績がない場合は評価対象外とな
ります。

提出様式について

説明書9 ページ 10-(2)「提出様式」について、提出様式⑤評価
テーマに対する技術提案は様式6-1、6-2、6-3 の提出と記載
がありますが、11 ページ12 項「二次審査の評価基準及び審査
方法について」の中では様式6-1、6-2 に対する記載のみと
なっております。11 ページ記載の内容を正とし、様式6-1、
6-2 での提出とする考え方でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

視覚的表現について

説明書10 ページ10-(3)「記載上の留意事項」について、技術
提案書内の視覚的表現で許容される範囲は国土交通省全国営繕
主管課長会議総会作成「建築設計業務委託の進め方」記載の
「技術提案の表現」と同程度という認識でよろしいでしょう
か。より詳細な制限等ありましたらご教示ください。

国土交通省全国営繕主管課長会議総会作成「建築設計業務委託の進め方」記載の
「技術提案の表現」と同程度とさせていただいており、それ以上の制限等はござ
いません。

二次審査配点について

説明書12 ページ12-(2)記載の配点表について、二次審査後の
最終的な提案者の選定では、一次審査の得点(100 点)と、二次
審査の得点(120 点)の合算(220点)ではなく、一次審査の得点
を二次審査評価項目「資格」「技術力」に記載の15 点に割り
振った後の二次審査の得点120 点のみで判断をするという理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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質　問
回　答

参加資格について

説明書2 ページ 4-(1)共通事項で求めているのは参加表明をする建築設計及び設
備設計の事業者に対するものです。なお、説明書8 ページ 9-(1)イに記載の業務
実績の有無については、参加技術者の評価基準であり、参加要件ではありませ
ん。



※質問の内容は、質問書の原文のまま。

項　目 内　容

質　問
回　答

中央市民センターの現状把握のため、建物の竣工から現在まで
の改修履歴を総覧可能なリスト等ございましたら提供いただけ
ないでしょうか。

ＰＤＦデータを以下のとおり提供します。

・提供場所：福岡市中央区天神一丁目８番１号　福岡市役所３Ｆ
　　　　　　福岡市財政局アセットマネジメント推進部アセットマネジメント推
進課
・提供方法：ＣＤ－Ｒにて配布
・提供期間：令和６年１月５日（金）から令和６年１月11日（木）

中央市民センターは、現状で既に耐震改修については実施済み
のようですが、耐震診断・補強設計を行なった際の報告書(主に
平面図・立面図・断面図など)がございましたら共有いただけな
いでしょうか。

ＰＤＦデータを以下のとおり提供します。

・提供場所：福岡市中央区天神一丁目８番１号　福岡市役所３Ｆ
　　　　　　福岡市財政局アセットマネジメント推進部アセットマネジメント推
進課
・提供方法：ＣＤ－Ｒにて配布
・提供期間：令和６年１月５日（金）から令和６年１月11日（木）

中央市民センターの現状の各室の用途・規模の把握のため、現
時点の平面図・立面図・断面図等の基本情報を確認できる資料
がありましたら共有いただけないでしょうか。

ＰＤＦデータを以下のとおり提供します。

・提供場所：福岡市中央区天神一丁目８番１号　福岡市役所３Ｆ
　　　　　　福岡市財政局アセットマネジメント推進部アセットマネジメント推
進課
・提供方法：ＣＤ－Ｒにて配布
・提供期間：令和６年１月５日（金）から令和６年１月11日（木）

業務概要

本業務に耐震設計業務は含まれるか。

本業務に耐震改修（建築物の耐震改修の促進に関する法律第２条第２項に規定）
に係る設計業務は含まれません。

建物情報について


